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序章 都市計画マスタープランについて 

１．都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２にもとづき、地域の特性や住民の意向

を踏まえつつ、「将来どんなまちを目指すのか」、「どんなところに力を入れていくのか」を、明

らかにする計画です。 

「土地利用や開発の規制」や、「道路・公園・下水道の都市施設整備」、「土地区画整理事業

等の市街地開発事業」など、個別の都市計画は、この計画にもとづき定めていくこととなります。 

 

２．都市計画マスタープラン改定の背景と目的 

本市においては、平成 13 年 3 月に都市計画マスタープランを策定し、市のまちづくりの基本

指針として活用するとともに、この内容にもとづき、各種の取組を進めてきました。 

その後、策定から約 15 年が経過するなかで、人口減少・超高齢社会の到来、新東名高速道路

や東駿河湾環状線などの新たな基盤整備＊、東日本大震災等の大規模な地震災害の教訓を踏まえた

自然災害への対応など、社会・経済状況の変化をはじめとした市のまちづくりを取り巻く環境が大

きく変化してきたことから、それらに対応するべく、計画を策定しました。 

このことにより、第４次沼津市総合計画＊が目指す「人と環境を大切にする県東部広域拠点都

市・沼津」の実現を目指します。（令和５年度に、第５次沼津市総合計画の策定、及び立地適正化

計画の改定等を踏まえ、計画を時点更新） 

 

■ 都市計画マスタープランの改定と沼津市を取り巻く社会情勢の変化 

平成 13 年３月 沼津市都市計画マスタープラン策定 

 

沼津市都市計画マスタープラン改定 

 

 

《沼津市を取り巻く環境の大きな変化》 

○社会情勢の変化 

・人口減少、少子高齢化 ・新たな交通基盤の整備 ・災害リスクの懸念 ・中心市街地の活力低下  

○計画策定以降の経緯 

・平成 17 年４月 ：旧田方郡戸田村と合併 

・平成 23 年３月 ：第４次沼津市総合計画＊策定 

・平成 26 年８月 ：「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行 

立地適正化計画＊の創設 

・平成 26 年 11 月 ：第４次沼津市総合計画＊の一部追加修正 

・令和３年３月  ：第５次沼津市総合計画策定 

・令和６年３月  ：沼津市立地適正化計画改定 
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３．都市計画マスタープランの位置付け 

（１）上位・関連計画との関係 

「沼津市都市計画マスタープラン」は、「第５次沼津市総合計画＊」や「東駿河湾広域都市計

画 都市計画区域＊の整備、開発及び保全の方針＊」に即し、各種都市計画分野の個別計画を総

括し、調整する計画として定めます。 

また、目指すべき都市の将来像を実現するために、都市計画の分野だけでなく、他分野との

連携や整合を図ります。 

 

■ 沼津市都市計画マスタープランの位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の対象区域と目標年次 

「沼津市都市計画マスタープラン」は、都市計画区域＊外も含む沼津市全域を対象とします。 

また、目標年次は、20 年後の令和１8 年（2036 年）とします。ただし、今後の社会情勢

の変化や各種計画の変更等により、必要に応じて見直しを行います。 

 

○静岡県国土利用計画 

○静岡県総合計画 

○東駿河湾広域都市計画 

都市計画区域＊の整備、開発及び保

全の方針＊ 

○第５次沼津市総合計画＊ 

○沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＊ 

○沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略＊ 

沼津市都市計画マスタープラン 

都市計画決定・変更に係る計画・事業 

区域区分・地域地区＊・地区計画 

都市施設・市街地開発事業 等 

関連する他分野の計画               

沼津市地域公共交通計画＊・沼津市中心市街地まちづくり戦略＊  

公共施設マネジメント計画・地域防災計画＊ 

農業振興地域整備計画・環境基本計画  

高齢者保健福祉計画・観光振興ビジョン 等 

即す 

即す 即す 

連携 

（都市空間の形成を誘導） 

＜県の計画＞ ＜市の計画＞ 



序章 都市計画マスタープランについて  

3 

 
 

 
 

 
 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
５
章 

第
４
章 

４．都市計画マスタープランの構成 

本計画では、市全域を対象に、将来の都市像や、市を取り巻く社会情勢の変化に対応する４つ

の視点のまちづくりの方針、また将来都市像の実現に係る６つの分野別方針を示します。 

 

 

■ 本計画の構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序章．都市計画マスタープランについて 

本計画の改定の背景や目的、位置付け、目標年次等を示しています。 

第１章 沼津市の現状と課題 

目指すべき将来像や将来都市構造の設定にあたり、本市の地域特性や、本市を取り巻く社会情

勢の変化を整理しています。 

 

第２章 将来都市構造 

沼津市の現状と課題を踏まえ、持続可

能なまちづくりとその実現のための拠点

や土地利用の位置付けなど、将来都市構

造の考え方を示しています。 

 

第３章 社会情勢の変化に対応するまちづくり 

「持続可能なまちづくり」を基本とし

て、社会情勢の変化に対応するための

「４つの視点のまちづくり」について考

え方や対象とする地区の位置付け等を示

しています。 

①中心市街地と各拠点の連携 

②沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり 

③新たな交通基盤を活かしたまちづくり 

④安全・安心のまちづくり 

 

 
第４章 まちづくりの分野別方針 

将来都市構造の実現に向け、６つの分野別の基本方針を示しています。 

①土地利用：市街地や集落等の都市的土地利用＊や、農地山林等の自然的土地利用＊の方針 

②都市交通：道路や公共交通の整備・誘導やネットワークに係る方針 

③水と緑と景観：公園・緑地の整備方針のほか、都市景観形成に係る方針 

④市民の日常を支える都市施設：上下水道や処理施設等の市民生活に密着した生活サービス施設の方針 

⑤市街地の整備と維持運営：人口密度を維持するための市街地整備及び維持運営の方針 

⑥都市防災：安全・安心のまちづくりを推進するための方針（＊詳細は第３章に記載） 

第５章 計画の推進に向けて 

協働によるまちづくりへの取組や計画の実効力を高める体制づくり、ＰＤＣＡサイクルによる

計画の進捗管理等、計画の実現に向けた基本的な考え方や役割分担などを示しています。 
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５．計画検討のプロセス 

本計画の改定にあたっては、庁内関係各課で検討したものを有識者で構成する「都市計画マス

タープラン改定案策定委員会」（以下、策定委員会）に諮るとともに、市民ワークショップ（以下、

市民ＷＳ）を開催し、市民意向の収集・反映を行いました。 

 

■ 沼津市都市計画マスタープラン改定のこれまでの経緯 

 

年 月 日 内 容 （●：市民を交えた検討 ◆：有識者による検討 ●：庁内検討） 

Ｈ28．３．７ 

◆第１回策定委員会 

委員 

沼津市都市計画審議会 会長 梅田 豊（専門分野等：行政・土木） 

常葉大学 社会環境学部 学部長 池田 浩敬（専門分野等：都市防災・都市計画） 

常葉大学 経営学部 教授 大久保 あかね（専門分野等：観光学） 

東京大学 大学院 工学系研究科都市工学専攻 教授 小泉 秀樹（専門分野等：都市計画） 

・都市計画マスタープラン改定のポイントとなる、沼津市を取り巻く大きな社会情勢の変化等を整理。 

３ ． ８ ～ ４ ． ８ ●都市計画マスタープラン改定の基本的な考え方の公表・意見募集 

６．７ 
◆第２回策定委員会 

・社会情勢の変化に対応する「４つの視点のまちづくり」について考え方を整理。 

７．５ ●都市計画マスタープラン改定に係る庁内連絡会 

８．26 

８．28 

●市民ＷＳ （高校・専門学校生や、自治会代表、商工会議所関係者等の約 80人を対象に開催） 

・「４つの視点のまちづくり」の効果と影響を考えながら、まちづくりの方向性を検討。 

９．９ 

◆第３回策定委員会 

・４つの視点のまちづくりのうち、「中心市街地と各拠点の連携」、「安全・安心のまちづく

り」について、将来都市構造を考える際の重要なポイントである基本戦略を検討。また、具体

の土地利用や都市空間整備の方針について検討。 

・沼津市のこれからのまちづくりでは、市民生活を支える「生活圏のまちづくり」が特に重要で

あることを確認。 

９．26 

◆第４回策定委員会 

・４つの視点のまちづくりのうち、「沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり」、

「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」について、将来都市構造を考える際の重要なポイン

トである基本戦略を検討。また、具体の土地利用や都市空間整備の方針について検討。 

10．31 ●都市計画マスタープラン改定に係る庁内連絡会 

11．11 
◆第５回策定委員会 

・４つの視点のまちづくりにより将来都市構造や土地利用等を見直した「第２次沼津市都市計画

マスタープラン（案）」について検討。 

12．12 ●第２次都市計画マスタープラン（案）の説明会 

H28.12.12～ 

H29.1.11 ●パブリックコメント 


